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私たちが実現しなければならない課題は、製品の価値（公正取引）と労働の価値（賃金水準）を

正しく評価させ、互いに価値を認めあう社会の実現にあります。ＪＡＭは、機械・金属分野の中小・

ものづくり産業労働組合として「価値を認めあう社会へ」の実現をめざし、引き続きイニシアティ

ブを発揮した運動を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのような取引行為が法令違反に該当するおそれがあるのか、自社にどのような取引環境が存在

するのかについて、労使で認識していただき、その改善へ向けて「何が必要か」「何をしなければい

けないのか」など、具体化するための一助としてご活用ください。浮き彫りになった取引課題を労

使で計画的に改善していくプロセスがとても重要です。取適法や独占禁止法を遵守し、サプライチ

ェーン全体で、取引環境の改善を促進し「買いたたき・しわ寄せ」等の「しない・させない」を徹

底し、下記の PDCA サイクルが定着することをめざしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．価値を認めあう社会へ 

Ⅱ．対応マニュアルの活用方法 
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・適用基準に「従業員基準」を追加 
従来の資本金基準に加え、従業員基準（300 人、100 人）が追加され、規制及び保護の対象が
拡充されます 
 

・対象取引に「特定運営委託」を追加 
適用対象となる取引に、製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が追加されます 

Ⅲ．中小受託取引適正化法（取適法）について 

2026 年１月から「下請法」は「取適法」へ 
下請法の改正法が 2026 年１月１日に施行され、規制内容の追加や規制対象の拡大が 

なされるとともに、法律名も変更されます（新通称:「取適法（とりてきほう）」） 

適用対象の拡大 

適用対象の拡大 ・「協議に応じない一方的な代金決定」を禁止 
代金に関する協議に応じないことや、必要な説明を行わないことなど、一方的な代金決定が
禁止されます  

・「手形払」等を禁止 
手形払が禁止されるとともに、その他の支払手段（電子記録債権等）についても、支払期日ま
でに代金相当額満額を得ることが困難なものが禁止されます 

禁止行為の追加 

・事業所管省庁に指導・助言権限を付与 
事業所管省庁において、指導及び助言ができるようになるほか、報復措置の禁止に係る情報
提供先にも事業所管省庁が追加されます 

面的執行の強化 

・製造委託の対象物品に金型以外の型等が追加されます 
・書面交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電磁

的方法とすることが可能になります 

その他 

本マニュアルでは 
「下請代金」 
「親事業者」 
「下請事業者」 
という用語について 
法律上の新たな用語を
適用しています 
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取適法ガイドブック 

取適法の概要 
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（参考）独占禁止法とは 

独占禁止法の正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。この独占禁

止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにす

ることです。市場メカニズムが正しく機能していれば、事業者は、自らの創意工夫によって、より

安くて優れた商品を提供して売上高を伸ばそうとし、消費者は、ニーズに合った商品を選択するこ

とができ、事業者間の競争によって、消費者の利益が確保されることになります。このような考え

方に基づいて競争を維持・促進する政策は「競争政策」と呼ばれています。 

 また、独占禁止法の補完法として、中小受託事業者に対する委託事業者の不当な取扱いを規制す

るのが「取適法」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．公正取引委員会では、違反行為をした者に対して、その違反行為を除くために必要な措置を 

命じます。これを「排除措置命令」と呼んでいます。 

２．私的独占、カルテル及び一定の不公正な取引方法については、違反事業者に対して、課徴金 

が課されます。 

３．カルテル、私的独占、不公正な取引方法を行った企業に対して、被害者は損害賠償の請求が 

できます。この場合、企業は故意・過失の有無を問わず責任を免れることができません（無過 

失損害賠償責任）。 

４．カルテル、私的独占などを行った企業や業界団体の役員に対しては、罰則が定められていま 

す。 

 

独占禁止法の目的と規制内容

独占禁止法に違反した場合 

独占禁止法とは 
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取適法の施行により、委託事業者には 11 項目の禁止事項が課せられたことを受け、法令違反と

なる可能性がある取引事例を紹介します。たとえ受託事業者の了解を得ていても、また、委託事業

者に違法性の意識がなくても、これらの規定に触れるときには、取適法に違反することになるので

十分注意が必要です。 

禁止事項を正しく理解して、適正な取引を行うよう心がけましょう。 

 

 

委託事業者が、正当な理由なく、受領を拒否したり、返品したりすることなどにより、中小受託

事業者の利益を不当に害することは、取適法や独占禁止法に違反するおそれがあります。 

 

 

受領日（中小受託事業者から物品等を受領した日）から 60 日以内に代金を支払わない場合、取

適法に違反するおそれがあります。また、手形を交付すること、その他支払手段において 60 日以

内に支払うことが困難であるものについても禁止されています。 

 

Ⅳ．法令違反となる可能性がある取引条件の点検 

１ 委託事業者の都合による受領拒否 
（受領拒否の禁止、返品の禁止） 

□ 

□ 

□ 

□ 

点検ポイント ※（ ）は委託事業者側の点検ポイント 

□ 

□ 

□ 

２ 受領後 60 日以内の支払義務、手形払い等 
（取引代金の支払遅延の禁止） 

点検ポイント ※（ ）は委託事業者側の点検ポイント 
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委託事業者が発注時に決定した製造委託等代金を発注後に減額することは、取適法や独占禁止法

に違反するおそれがあります。 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労務費、原材料費、エネルギーコストなどの上昇や、環境や安全面での規制対応に伴うコスト増

であるにもかかわらず、不当に従来の取引価格で納入させた場合、取適法や独占禁止法に違反する

おそれがあります。 

 

 

                      

 

 

 

 

 

  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

３ 合理的説明のない価格低減要請 
（取引代金の減額の禁止） 

４ 労務費、原材料費、エネルギーコストなどの上昇の取引価格への反映 
（買いたたきの禁止①） 

点検ポイント ※（ ）は委託事業者側の点検ポイント 

点検ポイント ※（ ）は委託事業者側の点検ポイント 
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量産が終了した補給品支給の契約を結ぶ場合、量産時よりも少量にもかかわらず、量産時と同等

単価で取引するなど、取引価格を不当に定めることは、取適法や独占禁止法に違反するおそれがあ

ります。 

 

 

合理的な説明をせずに、通常支払われる対価に比べ著しく低い取引価格を不当に定めることは、

取適法や独占禁止法に違反するおそれがあります。 

  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

5 量産品と同じ単価での補給品販売の要請 
（買いたたきの禁止②） 

6 合理的な理由のない指値発注 
（買いたたきの禁止③） 

点検ポイント ※（ ）は委託事業者側の点検ポイント 

点検ポイント ※（ ）は委託事業者側の点検ポイント 
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委託事業者が、中小受託事業者に、従業員を派遣させたり、中小受託事業者との取引に係る商品

以外の商品や役務を購入させたりすることなどにより、中小受託事業者の利益を不当に害すること

は、取適法や独占禁止法に違反するおそれがあります。 

 

 

中小受託事業者が委託事業者の違反行為を公正取引委員会、中小企業庁、または製造委託等に関

する取引に係る事業を所管する主務大臣に知らせたことを理由として、その中小受託事業者に対し

て取引数量を減じたり、取引を停止したりすること。また、委託事業者が中小受託事業者に有償で

支給した原材料等の代金をその原材料を使用した物品の代金支払い日よりも早く対価を支払わせ

ること。その他不利益な取扱いをすることは取適法や独占禁止法に違反するおそれがあります。 

  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

７ 従業員派遣や自社商品購入の強要 
（購入・利用強制の禁止、不当な経済上の利益の提供要請の禁止①） 

８ 中小受託事業者に対する不利益な取り扱い 
（報復措置の禁止、有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止） 

点検ポイント ※（ ）は委託事業者側の点検ポイント 

点検ポイント ※（ ）は委託事業者側の点検ポイント 
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量産後の補給品の支給などのため、委託事業者が⾧期にわたり使用されない金型等を無償で保管

させるなど、中小受託事業者の利益を不当に害することは、取適法や独占禁止法に違反するおそれ

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造を委託した製品の図面や製造ノウハウなどの技術情報を無償で提供するよう要請するなど、

中小受託事業者の利益を不当に害することは、取適法または独占禁止法に違反するおそれがありま

す。 

 

  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

９ 型の無償での保管・管理  ※ここでは、金型、木型、その他の型を「型」としています 

（不当な経済上の利益の提供要請の禁止②） 

10 製品の図面などの技術情報の無償提供 
（不当な経済上の利益の提供要請の禁止③） 

点検ポイント ※（ ）は委託事業者側の点検ポイント 

点検ポイント ※（ ）は委託事業者側の点検ポイント 
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委託事業者の都合で取引条件が変更され、それに伴いコストの増加が生じたにもかかわらず、中

小受託事業者にそのコストを不当に負担させることは、取適法や独占禁止法に違反するおそれがあ

ります。 

 

 

 

委託事業者が、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかっ

たり、必要な説明を行わず一方的に代金を決定したりすることにより、中小受託事業者の利益を不

当に害することは、取適法や独占禁止法に違反するおそれがあります。 

 

 

 

 

 

 
                                    

  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

11 委託者負担コストの不当転嫁 
（不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止） 

12 協議・説明なき一方的価格決定 
（協議に応じない一方的な代金決定の禁止） 

点検ポイント ※（ ）は委託事業者側の点検ポイント 

点検ポイント ※（ ）は委託事業者側の点検ポイント 
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労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（労務費転嫁指針）は、労務費の転嫁に関す

る事業者の発注者・受注者のそれぞれが採るべき/求められる 12 の行動指針及びそれぞれの行動指

針に該当する具体的な取組事例を記載しています。 

行動指針に沿わない行為により、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会

において独占禁止法及び取適法に基づき厳正に対処することを明記しています。 
  

Ⅴ．労務費転嫁指針（2026 年 1 月 1 日改正） 

改正のポイント 

１２の行動指針 

🔍労務費転嫁指針 

留意すべき点 

（参考）発注者としての行動② 
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振興基準は、受託中小企業の振興を図るため、中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的

な基準として受託中小企業振興法第 3 条第 1 項の規定に基づき、定められたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

受託適正取引等の推進のためのガイドラインは、発注企業と受注企

業との間で、適正な取引が行われるよう、国が策定したガイドライン

です。望ましい取引事例(ベストプラクティス)や、取適法等で問題と

なり得る取引事例等が分かりやすく、具体的に記載されています。

2026 年 2 月時点で、27 業種が策定しています。 

 

 

中小企業庁は業界団体に対して、サプライチェーン全体での「取

引適正化」と「付加価値向上」に向けた自主行動計画の策定と着実

な実行を要請しています。2026 年 1 月時点で、34 業種 92 団体が策

定しています。 

  

 

中小企業庁が設置している中小受託取引に関する相談窓口として 

「取引かけこみ寺」「よろず支援拠点（価格転嫁サポート窓口）」が 

あります。公正取引委員会（本局及び地方事務所等）、中小企業庁 

及び経済産業省の地方経済産業局でも相談に応じています。 

Ⅵ．受託中小企業振興法に基づく「振興基準」（2026 年１月 1 日施行） 

Ⅷ．業界団体による自主行動計画（2026 年 1 月時点） 

🔍自主行動計画 中小企業庁 

Ⅶ．受託適正取引等の推進のためのガイドライン（2026 年２月時点） 

🔍取引適正化ガイドライン 

Ⅸ．中小受託取引に関する相談窓口 

ポイント 

🔍振興基準 

🔍相談窓口 
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ＪＡＭでは適切な価格転嫁と適正な取引慣行による賃上げの実現に向け、取引環境の改善に向け

た取り組みを推進するため、春闘時に経営者に対する価格転嫁に向けた要請書を作成し、単組での

労使協議を支援しています。 

自社の置かれている取引環境は、自ら行動しなければ変わりません。 

「参加と行動」で社会を変える。 

ＪＡＭ加盟の労使の方々のご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業庁では、エネルギー価格や原材料

費、労務費などが上昇する中、中小企業が適

切に価格転嫁をしやすい環境を作るため、

2021 年 9 月より、毎年 9 月と 3 月を「価格

交渉促進月間」と設定しました。この「月間」

おいて、価格交渉・価格転嫁等を促進するた

め、広報や講習会、業界団体を通じた価格転

嫁の要請等を実施しています。 

パートナーシップ構築宣言とは、事業者

が、サプライチェーン全体の付加価値向上、

大企業と中小企業の共存共栄をめざし、「発

注者」側の立場から、「代表権のある者の名

前」で宣言するものです。宣言を行った企業

は、パートナーシップ構築宣言の「ロゴマー

ク」が使用可能となる他、政府が実施する補

助金事業で優遇措置が受けられます。 

パートナーシップ構築宣言 価格交渉促進月間 

価格交渉促進月間 

Ⅹ．ＪＡＭの要請書（2026 年 1 月※毎年更新） 

🔍ＪＡＭ 価値を認めあう社会へ 

Ⅺ．参考資料 

パートナーシップ構築宣言 



 

 

2026 年５月８日 

2026 年度 対応マニュアル 

ものづくり産業労働組合ＪＡＭ 

〒105-0014 東京都港区芝 2-20-12 友愛会館 

https://www.jam-union.or.jp/ 


